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料金水準・料金体系の見直しについて②
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１ 審議会の流れ（予定）

・これまでの審議会の振り返り
・新たな料金（案）と現行料金との比較
・今後の審議会の進め方について など
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【令和８年度】



２ 第２回審議会の振り返り

【料金算定の前提となる要件の検討】

（１）収支の見通し

（２）料金算定期間について

→水道事業を運営していくためのコストを集計する期間

（３）料金算定期間において確保すべき建設改良費等について

→水道事業の継続に必要な施設の更新計画、新設改良に必要な事業費の計上

（４）内部留保資金残高の設定について

→施設の更新や非常時の運転資金として確保すべき資金の金額の設定

（５）企業債の有効活用について

→更新費用に充当する企業債活用の必要性についての検討
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（１）収支の見通し

・令和８年度以降は物価や人件費の上昇の影響などにより更に収支見通しが厳しくなり、現行の料金水準で

は令和１１年度以降、単年度赤字に転落する見込み。

R11から
赤字に

安全・安心で安定した水道供給を維持するため料金改定が必要
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（２）料金算定期間について

・料金算定期間の基準は３～５年間（日本水道協会の水道料金改定業務の手引き）

・料金収入の予測や建設改良費の増加に伴う減価償却費の増額等を踏まえ収支見通しを算出

現行料金のままでは令和１１年度に単年度収支が赤字となるため、令和１１年度を料金算定期間の始期としたい

・また、令和１５年度から新浄水場が供用開始し、新たに減価償却費が発生。その額は現時点で未確定であり、料金算定に

適切に反映させることが困難であるため、終期については新浄水場の減価償却費が発生する前の令和１４年度としたい

料金算定期間 令和１１年度～令和１４年度の４年間

新浄水場供用開始
料金算定期間
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（３）料金算定期間において確保すべき建設改良費等について

【主な建設改良費】

主な内容事業費事業名

老朽化した浦上浄水場と道ノ尾浄水場の統廃合約207億円新浄水場共同整備事業

老朽化したダム施設の更新約11億円⾧崎県ダム事業負担金

老朽化した機械設備の更新約5億円東⾧崎浄水場改良事業

老朽化した機械設備の更新約5億円小ヶ倉浄水場改良事業

老朽化した機械設備の更新約4.2億円手熊浄水場改良事業

浄水施設改良事業 約 ２４０億円・・・浄水場の統廃合や浄水場の機器類・導水管などの改良、更新及び耐震化

主な内容事業費事業名

老朽化し耐震性のない配水タンクの更新約14億円配水タンク耐震化事業

老朽化したポンプ場のポンプ更新約8億円配水ポンプ場改良事業

配水施設改良事業 約 ３５億円・・・配水タンクや減圧タンク、配水ポンプ場などの機器類の改良、更新及び耐震化

配水施設整備事業 約 １１２億円・・・年次計画に基づく管路の新設、更新及び耐震化

・料金算定期間（令和１１年度～令和１４年度）において必要な建設改良費 約 ３９８億円
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老朽化対策として強化を図っていく事業

２ 第２回審議会の振り返り



（４） 内部留保資金残高の設定について

〇水道事業の収支の仕組み
・収益的収支：「日々の給水事業を運営するための取引」

主な収入 水道料金
主な支出 維持管理費（修繕費・委託料・動力費等)、減価償却費※1、企業債利息

・資本的収支：「水道施設の整備や更新のための取引」
主な収入 国庫補助金、企業債、一般会計出資金
主な支出 建設改良費（水道施設の新設、改良の費用）、企業債元金償還金

※１ 減価償却費 水道施設の整備を行った翌年以降、当該施設の法定耐用年数の間、次の
施設更新に備えて分割して計上する費用。施設の更新財源となる。

※２ 純利益 料金収入などの収益から、運営に必要なすべての費用を差し引いた残りの
金額。建設改良費や企業債の償還等の財源となる。

資本的収支は、必ず支出が収入を上回り不足額が発生。そのため減価償却
費や純利益などで構成される内部留保資金を充当

施設の
更新費用

側面

非常時の
運転資金

内部留保資金

災害等が発生したとしても、水道水の
供給を継続できる最低限の資金として
年間最大支出月の３か月分（60億円）
を目安としたい

非常時の運転資金

第一義

※２

内部留保資金で充当
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（５）企業債の活用について
・企業債の借り入れは少ない方が利息の支払いが減るなど収支上のメリットがあるものの、水道施設は一つ一つの資産が高額で、かつ長期間

使用できることから、企業債を適切に活用することで更新費用の世代間負担の公平を図り、内部留保資金の減少を一定抑えることができる。

企業債残高等の推移
・前回改定時（平成１３年度）以降、企業債残高は減少傾向。令和６年度末時点で約７８億円（平成１３年度から約２５６億円減）
・長崎市上下水道事業マスタープラン2015では企業債残高の目標値を７９億円と設定。借入の縮減により令和６年度の残高は約７８億円

と目標値を達成。引き続き給水収益と企業債残高のバランスを図りながら、主に老朽管更新等に対する企業債の活用を図っていく。

9

２ 第２回審議会の振り返り



３ 第３回審議会の振り返り

（１）料金改定の手順等

（２）料金水準

ア 料金水準の検討に係る基本的な考え方

イ 収支不足額に対する財源充当

ウ 料金改定率の４つのパターン

（３）料金体系

ア 料金体系の課題と見直し方針

イ 基本料金

ウ 従量料金
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３ 第３回審議会の振り返り

投資・財政計画

投資額の設定

財源の設定

目標等の設定

料金水準（平均改
定率）の検討

関連費用等（純利
益相当額含む）の算
入
想定改定率による

収支試算

料金体系の検討

原価の分解

原価の配賦

各体系の設定

第3回審議会以降
平均改定率の算定
・収支不足額に対する内部留保資金及び企業債の充当額、改定すべき

水道料金の試算（想定される平均改定率）
・想定される平均改定率にもとづく適正な原価計算による試算

料金体系の設定
・原価を各個別費用ごとに区分
・基本料金と従量料金に区分
・口径別、用途別等、各体系に区分

第1回審議会
マスタープラン2025における
収支見通し等

第2回審議会
水道料金のあり方について
・料金算定期間
・料金算定期間において
確保すべき建設改良費等

・建設改良費等の財源

新料金表
の確定

（１）料金改定の手順等

【関連する審議会の動き】
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第３回審議会における審議事項



３ 第３回審議会の振り返り

（２）料金水準

１ 水道料金収入によって純利益（水道施設の計画的な更新等のための資金）が確保できることを前提

２ 企業債（借入金）は、世代間の負担の公平を図るため、償還金や支払利息が収支に与える影響等を

考慮しながら、長期的な使用に耐える管路等への更新費用に適用

３ 内部留保資金については、非常時の運転資金に必要な額を目標額に設定

４ 算定は、収支不足額から充当可能な内部留保資金（料金算定期間に発生する減価償却費や純利益

等）を差引き、残りの収支不足額について企業債と水道料金改定分で調整

ア 料金水準の検討に係る基本的な考え方
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支出総額

約831億円

維持管理費

187億円

建設改良費等

398億円

水道料金

313億円

国庫補助金、企業債

一般会計出資金等

277億円

減価償却費等

214億円

    ・内部留保資金（累積資金）

    ・企業債（追加分）

    ・水道料金（改定分）

収入総額

約590億円

支払利息

4億円

企業債償還金

28億円

収支不足分 約241億円

・減価償却費：水道施設の更新を行った翌年以降、当該施設の法定耐用年数の間、次の施設更新に備えて分割して計上する費用。施設の更新財源となる。
・純利益：料金収入などの収益から、運営に必要なすべての費用を差し引いた残りの金額。建設改良費や企業債の償還等の財源となる。

イ 収支不足額（約241億円）に対する財源充当について

〇収支不足額に対する財源充当
収支不足額に対し、まずは手持ち資金である内部留保資金を充当した

うえで、追加可能な企業債、改定する水道料金の額を調整する。
内部留保資金については、料金算定期間（R11～R14）以降に施設の更新財

源や非常時の運転資金等とする約60億円を除くと、料金算定期間中に充当可
能な金額は約170億円。

収益的支出 資本的収入 資本的支出

減価償却費
（非現金支出）

維持管理費
など

水道料金
など

不足額

純利益

補助金
企業債
など

元金償還金

施設の建設
整備

にかかる
費用

充当

内部留保資金は
不足額に充当後、
残額は新たな施設
の更新財源として
貯金(累積資金)

累積資金
目標額６０億円

収益的収入

収支不足額 約２４１億円

水道料金改定企業債内部留保資金

？？億円？億円約１７０億円

調整可能額
企業債充当後

残額

R11～R14に発生する内部留保資金

３ 第３回審議会の振り返り
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・料金改定率は、収支不足額から充当可能な内部留保資金(約170億円）を控除し、さらに、充当可能な企業債を控除した残額を

料金改定により賄うとした場合の改定率

・企業債は料金改定の基本的な考え方に基づき、老朽管の更新事業である配水施設整備事業に適用することとし、適正額（※）

を設定するために下記の（ⅰ）～（ⅳ）のパターンについてシミュレーション

第13次配水施設整備事業 料金算定期間（Ｒ１１～Ｒ１４）の全体事業費 約１１２億円

自己資金企業債の充当額国庫補助金

財
源

約５０億円ⅰ ５０億円（全体事業費の概ね５０％）（ＭＰ２０２５比約４２億円増）

約１２億円
約６０億円ⅱ ４０億円（ 〃 ４０％）（ 〃 約３２億円増）

約７０億円ⅲ ３０億円（ 〃 ３０％）（ 〃 約２２億円増）

約８０億円ⅳ ２０億円（ 〃 ２０％）（ 〃 約１２億円増）

※企業債の償還金や支払利息が収支に与える影響等を考慮しながら、水道料金によって純利益（水道施設の計画的な更新等

のための資金）が一定確保できることを前提とした原価計算による適正額の設定。

３ 第３回審議会の振り返り

ウ 料金改定率の４つのパターン



・企業債は料金水準の検討に係る基本的な考え方に基づき、老朽管の更新事業である配水施設整備事業に適用することとし、企業債の充当額

ごとに（ⅰ）～（ⅳ）の４つのパターンでシミュレーション

（ⅳ）（ⅲ）（ⅱ）（ⅰ）

２０億円３０億円４０億円５０億円企業債の充当額
（第13次配水施設整備事業）

３７２．２億円３６２．２億円３５２．２億円３４２．２億円料金算定期間の料金収入

５８．５億円４８．５億円３８．５億円２８．５億円うち料金改定による増収額

46.1億円（11.5億円/年）35.9億円（9.0億円/年）25.7億円（6.4億円/年）15.6億円（3.9億円/年）うち純利益見込

０．４３１％０．３３６％０．２４１％０．１４６％資産維持率（※）

９．５億円
【R6当初予算 約４．４億円】

６．９億円
【R6当初予算 約４．４億円】

４．４億円
【R6当初予算 約４．４億円】

１．８億円
【R6当初予算 約４．４億円】

令和14年度純利益見込
（料金算定期間最終年度）

１８．６５％１５．４６％１２．２７％９．０９％料金改定率

市民負担の軽減 ×
水道事業の経営 △

市民負担の軽減 △
水道事業の経営 〇

市民負担の軽減 〇
水道事業の経営 〇

市民負担の軽減 ◎
水道事業の経営 ×

評価
純利益の規模が全体的に過大で、
期間中の経営に必要な額を超える

R14の純利益が、直近のR6当初予
算より多少余裕があり、期間中の
経営に必要な額をやや超える

R14の純利益が、直近のR6当初予
算と同規模であり、期間中の経営
に過不足のない適正な額である

R14（料金算定期間最終年度）の
純利益が、直近のR6当初予算を下
回り、経営上の余裕が全くない

×〇◎×

※ 資産維持率は、保有する償却資産（減価償却の対象となる資産）全体に対する、純利益の割合を表す。

〇以上のことから、料金水準の決定にあたり、（ⅱ）企業債の充当額４０億円を適正額とした原価計算に基づき、
料金改定率は１２．２７％としたい

３ 第３回審議会の振り返り
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３ 第３回審議会の振り返り

（３）料金体系について

見直し方針現状と課題

■安定的な料金収入の確保

・基本料金と従量料金の見直しをセットで行うことにより、水需

要の急激な変動があったとしても安定的な料金収入が見込まれ

る料金体系へ見直し

■基本料金と従量料金の配分の見直し

・水道施設の維持・更新に必要な固定的経費を回収するためには、
基本料金の割合を増加する必要がある

・従量料金から基本料金へ配分を見直すことで安定的な水道水の
供給、水需要の増減に影響されない体制を確保する

■基本料金の見直し

・給水のために必要な費用については、メーターの契約口径に応

じた適切な負担となるよう口径別基本料金を見直し

■従量料金における逓増度の緩和

・従量料金については給水原価との乖離を埋めるため第１ランク

（1～10㎥）の単価を見直し

・大口径契約者の使用水量が料金収入全体へ大きな影響を与える

ことに鑑み、大口径契約者の水道利用への抵抗感を軽減するた

め第５ランク（1,001㎥以上）を新設

給水人口の減少に伴い、使用水量及び料金収入は年々減少傾向

給水人口や料金収入の減少に対して、給水戸数は、ほぼ横ばいで推移

核家族化や節水機器の普及により、１戸当たりの使用水量が減少

従量料金が逓増型であるため、水需要が減少する中、少量使用者にお
ける料金単価が給水原価（製造単価）を下回ることが常態化

大口径契約者の使用水量の変動が料金収入に与える影響が大きい
口径40㎜以上の給水戸数比率→   0.7％
口径40㎜以上の料金収入比率→ 20.7％

φ40㎜未満

99.3%

φ40㎜以上

0.7%

口径別 給水戸数の比率

φ40㎜未満

79.3%

φ40㎜以上

20.7%

口径別 水道料金の比率

ア 料金体系の課題と見直し方針
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３ 第３回審議会の振り返り

需要家費
(約5％）
(15.7億円)

固定費
(約86％）

(304.3億円)

変動費
(約9％）
(32.2億円)

施
設
稼
働
率
に
よ
り
配
分

基本料金
(約91％)

(320.0億円)

従量料金
(約9％)

(32.2億円)

準備料金
へ配分

水量料金
へ配分

全額

全額

基本料金
(約35％)
(123.3億円)

従量料金
(約65％)
(228.9億円)

【現行】【理想】 【改定案】

割合増

全額

需要家費
(約5％）

(15.7億円)

固定費
(約86％）
(304.3億円)

変動費
(約9％）

(32.2億円)

全額

全額

基本料金
(約28％)
(98.6億円)

検針・徴収
関係費

量水器関連費

固定費
（準備料金）

従量料金
(約72％)
(253.6億円)

固定費
（水量料金）

変動費

固定費の基本料金への配分の流れ

※金額は平均改定率12.27％の場合 17

イ 基本料金について



３ 第３回審議会の振り返り

各契約口径に対する基本料金の配賦について

・大口径契約者は、小口径契約者と比較すると、より大きい浄水施設能力を確保する必要があるが、現行の基本料金は、
平成13年度に料金改定を行った際、急激な負担増を避けるため、激変緩和措置として口径25ミリ以上の基本料金につい
ては、本来の浄水施設能力よりも低い単価設定となっており、本来の浄水施設能力に応じた配賦となっていない状況。

・口径ごとの基本料金の設定は、水道管の口径毎における理論的な流量（理論的流量：ウィリアム・ヘーゼンの公式に
よる）を基に算定する方法が水道料金算定要領にて推奨されており、今回、理論流量比を考慮した基本料金に見直す。

18

基本料金の改定案（基本料金の配賦額）

φ200mmφ150mmφ100mmφ75mmφ50mmφ40mmφ25mmφ13・20mm

45,00033,00016,0009,5004,5002,5001,000805①現行

417,000198,50072,00035,50013,5007,5002,5001,100②改定料金(（ア）＋（イ）＋（ウ）)

114114114114114114114114
(ア)検針・徴収関係費

口径に関わらず一定割合で配賦

17,6554,4141,7661,2089471844736
(イ)量水器関連費

メーター取得価格に基づき配賦

399,361193,75969,98234,37812,5407,3672,367953
(ウ)固定費

口径別の水量比率に基づき配賦

+372,000+165,500+56,000+26,000+9,000+5,000+1,500+295③現行との差 （②－①）

１か月あたりの料金（単位：円）



３ 第３回審議会の振り返り

ウ 従量料金について

19

・従量料金の料金単価は、使用者群の差異にかかわらず均一単価とすることが原則であるが、現行制度では節水を促し、新規水源開発を抑制
することを主な目的として、逓増型の料金体系を採用

・近年、人口の減少や節水機器の普及等により水需要が減少していることから、従量料金を一部逓減制へ見直すことで料金収入の安定を図る

改定① 使用量が小さいランクの従量単価の増額

・現行のランク１（1～10㎥）の単価は、生活用水に配慮して、給水原価（R6 222.19円/㎥）を大幅に下回る単価設定となっている
・安定的な水道料金収入を見込むには、使用量が小さいランクの従量単価の増額を検討

改定② 使用量が大きいランクの従量単価の新設

・現行では、使用水量101㎥以上/月（ランク４）の単価が一律396円/㎥と、給水原価（R6 222.19円/㎥）を上回っているため、特に大量の水を必要とする事
業所（医療機関、福祉施設、工場、商業施設 等）への従量料金収入全体への依存度が大きい

・基本料金の増額により一定の固定費を回収しつつ、こうした大量の水を使う事業所への依存度を軽減するため使用水量1,001㎥/月以上のランク（ランク
５）を新設

【一般用について】

【その他用途別料金について】
「一般用」とは別に「公衆浴場用」「船舶用」及び「臨時用」を設けている現行の用途区分を継続する。

改定案
(現行との差)

現行従量料金

80  (+10)70ランク１（1～10㎥）

一
般

260   ( 0)260ランク２（11～50㎥）

330 ( 0)330ランク３（51～100㎥）

360 (▲36)396ランク４（101～1,000㎥）

250(▲146)396ランク５（1,001㎥～）新設

従量料金の改定案

改定案
(現行との差)

現行従量料金

80  (+10)70公衆浴場用
用
途
別

180  (+10)170船舶用

360 (▲36)396臨時用

１㎥あたりの料金（単位：円） １㎥あたりの料金（単位：円）



４ 追加資料

（１）料金水準に関するもの

ア ４つのパターンの長期財政計画（令和16年度まで）

イ 経営目標の指標、経常収支比率、企業債残高対給水収益比率の推移

ウ 長期財政見通しを踏まえた料金水準シミュレーションのまとめ

エ 配水管のリスク管理について

（２）料金体系に関するもの

ア 口径別契約件数及び使用水量の推移

イ 新たな料金体系（案）による標準モデル等への影響

ウ 水道料金と給水原価（製造単価）の比較（年次推移）

エ 今後の経営改善の取り組み

20



４ 追加資料
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（１）料金水準に関するもの
ア ４つのパターンの長期財政計画（令和16年度まで）
（ⅰ）改定率9.09％の場合

※新浄水場共同整備事業の建設工事（R8～R14）により、期間中は建設改良費が増加し、その財源となる企業債等も増加する見込みである。
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料金改定
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料金算定期間

４ 追加資料



４ 追加資料
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（ⅱ）改定率12.27％の場合

※新浄水場共同整備事業の建設工事（R8～R14）により、期間中は建設改良費が増加し、その財源となる企業債等も増加する見込みである。
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料金算定期間
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４ 追加資料

（ⅲ）改定率15.46％の場合

25※新浄水場共同整備事業の建設工事（R8～R14）により、期間中は建設改良費が増加し、その財源となる企業債等も増加する見込みである。
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料金改定
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料金算定期間
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４ 追加資料

（ⅳ）改定率18.65％の場合

27※新浄水場共同整備事業の建設工事（R8～R14）により、期間中は建設改良費が増加し、その財源となる企業債等も増加する見込みである。
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・各改定率パターンにおいて、「水道料金改定による増額」及び「企業債の借入に伴う支払利息」がそれぞれ収支に与える影響を考慮しながら、単年度収支の

黒字を確保できることを確認するため、経営指標である「経常収支比率」及び「企業債残高対給水収益比率」について目標値を設定し比較を行ったところ、概

ね達成できる見込みとなった。

・今回の料金改定においては、「企業債償還金と概ね同程度の金額」となる純利益を確保したいことから、その条件を満たす改定率12.27％によって今回の料金

算定期間は一定健全な経営が見込まれる予定である。

※改定率12.27％の場合、R11～R14に発生する企業債償還金：約28億円に対し、R11～R14に確保できる純利益：約26億円。

４ 追加資料

イ 各改定率パターンにおける水道事業の主な「経営指標」の推移

29

目標値R14年度R13年度R12年度R11年度改定率

100.00％以上100.97%101.55%104.64%105.14%9.09%

（参考）
MP2025のR16

目標値
100.00％

103.45%104.05%107.18%107.64%12.27%

105.94%106.55%109.73%110.15%15.46%

108.44%109.06%112.28%112.67%18.65%

【経常収支比率】

■目標値の考え方

・各事業体の経営状況によって目標値は異なるものの、単年度収支が黒字
であるためには、100％以上を目標とする必要がある。

・各改定率において100％を達成できる見込みであるが、料金算定期間に
おいて必要な純利益を確保できることを考慮する必要がある。

維持管理費や支払利息等の費用を、料金収入や繰入金等でどの程度賄え
ているかを示す。（100％以上である場合、単年度収支が黒字）

※中核市平均は約112％ （R5年度決算）

【企業債残高対給水収益比率】

目標値R14年度R13年度R12年度R11年度改定率

200.00％以内167.18%157.52%137.05%94.01%9.09%

（参考）
MP2025の
R16目標値
125.00％

151.40%144.74%127.60%88.55%12.27%

136.48%132.65%118.66%83.38%15.46%

122.36%121.21%110.20%78.50%18.65%

■目標値の考え方

・各事業体の経営状況によって目標値は異なるものの、企業債の借入に伴う
支払利息が収支に与える影響を考慮して、目標値を設定する必要がある。

・本市においては企業債残高が比較的少ない状況にあり、現時点において
概ね200％以内を目標とすることができる。

※類似都市平均は約300％、中核市平均は約250％（R5年度決算）

年間の給水収益に対する企業債残高の割合、返済能力の目安を示す。
（指標上、経営の健全性を図る明確な基準はない）



30

４ 追加資料

ウ 長期財政見通しを踏まえた料金水準シミュレーションのまとめ

・料金改定率9.09％のパターンでは、料金算定期間の最終年度（R14）の純利益に余裕がなく、今回の料金

算定期間（令和11年度～令和14年度）直後に改定が必要になる可能性がある。

・料金改定率18.65％のパターンでは、令和16年度まで一定の純利益を確保できる見込みとなっており、料

金算定期間内の収支バランスを考慮すると、改定率が高すぎると考えられる。

・残る料金改定率12.27％と15.46％のパターンは、令和15年度まで必要な純利益を確保できる見込みであ

り、料金算定期間内の収支バランスは、適切なものになっている。

しかしながら、近年の物価高を踏まえ、改定率はできるだけ抑えたいことから料金改定率は12.27％が

妥当と考えている。

・今回の料金改定後も、年度ごとの経営状況等の確認に加えて、料金水準、料金体系が適正であるかどう

かについて、定期的に検証していく必要がある。



４ 追加資料

（参考）令和17年度以降の収支見通し

31

料金算定期間
R11～R14

MP2025（R7～R16） 次期MP期間（R17～）

+5年後 +10年後

人口減少、施設の老朽化、
物価高騰等による改定後
の収支への影響は不透明



４ 追加資料

〇管路の点検及び修繕体制
・水道管路の点検（配水量の遠隔監視・漏水調査等）により早期発見・修繕

点検・調査延長：1,254Km（R6）1,301Km（R5） 1,404Km（R4）
・漏水修繕は、修繕材料を一定数貯蔵し、夜間・休日にも対応できる体制を整え、

概ね8割を6時間以内に修繕を完了している。
・必要に応じて給水車による給水

〇管破損時のバックアップ体制
・網目状に管を布設し、給水経路を複線化することで、断水の影響を最小限に抑える

【事例】R7.5.30 大浦東町配水管漏水
管径400㎜の配水管（大正15年布設）が破損したが、バックアップ体制が整っていたため
断水発生無し

エ 配水管のリスク管理について （貯蔵品倉庫の様子）

バックアップ体制イメージ図

破損した管以外の区域に
の管から水を供

給することが可能

破損

バックアップ体制がとられていない場合

の管がない
ため破損した管以外の
区域まで断水の影響が
拡大

断水範囲

破損

（大浦漏水の様子）
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４ 追加資料

（２）料金体系に関するもの
ア 口径別契約件数及び使用水量の推移
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収入予測の考え方

１ 給水人口の算出

国立社会保障・人口問題研究所が作

成した将来推計人口により算出

２ 口径別契約件数の算出

口径毎の契約戸数に過去３年間（R３

～R５）の平均減少率▲1.79％～

▲0.03％を乗じ、将来契約戸数を算出

３ 使用水量の算出
⑴ 一般家庭

給水人口に１人あたりの過去２年間

（R４～R５）の平均使用水量6.3㎥を乗

じて算出

⑵ 事業所

各年度ごとの人口減少率を使用水量

に乗じて業種ごとに算出（▲1.02％～

▲0.95％）（※人口減少の影響を受けな

い業種は除く）

⑶ 使用水量の振り分け

上記⑴⑵により算出した使用水量を

過去の実績構成率により振り分け

H22区 分

（実績）

438,694 人給水人口

209,013 件φ20mm以下

基
本
料
金

2,653 件φ25mm

963 件φ40mm

345 件φ50mm

96 件φ75mm

27 件φ100mm

6 件φ150mm

3 件φ200mm以上

213,106 件小計

20,183千㎥
ランク１
(1～10㎥)

従
量
料
金

15,590千㎥
ランク２
(11～50㎥)

1,169千㎥
ランク３

(51～100㎥)

2,621千㎥
ランク４

(101～1000㎥)

1,962千㎥
ランク５

(1001㎥以上)

41,525千㎥小計

R6（実績）

増減率増減実績

▲14.0%▲61,291 人377,403 人

1.1%2,209 件211,222 件

7.6%201 件2,854 件

8.5%82 件1,045 件

19.1%66 件411 件

16.7%16 件112 件

▲18.5%▲ 5 件22 件

0.0%0 件6 件

▲33.3%▲ 1 件2 件

1.2%2,568 件215,674 件

▲4.6%▲926千㎥19,257千㎥

▲20.6%▲3,216千㎥12,374千㎥

▲25.1%▲294千㎥875千㎥

▲2.6%▲68千㎥2,553千㎥

▲58.0%▲1,137千㎥825千㎥

▲13.6%▲5,641千㎥35,884千㎥

R11～R14平均（見込）

増減率増減見込

▲19.7%▲86,371 人352,323 人

▲0.5%▲ 1,094 件207,919 件

4.9%131 件2,784 件

8.9%85 件1,048 件

20.7%71 件416 件

8.3%8 件104 件

▲25.9%▲ 7 件20 件

▲33.3%▲ 2 件4 件

▲33.3%▲ 1 件2 件

▲0.4%▲ 809 件212,298 件

▲9.0%▲1,823千㎥18,360千㎥

▲26.8%▲4,184千㎥11,406千㎥

▲29.8%▲348千㎥821千㎥

▲9.8%▲257千㎥2,364千㎥

▲67.2%▲1,319千㎥643千㎥

▲19.1%▲7,932千㎥33,594千㎥



４ 追加資料
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使用水量の推移（年次推移）

H22 H27 R2 R6
R11～R14

平均

ランク5(1001㎥以上) 1,962千㎥ 1,916千㎥ 556千㎥ 825千㎥ 643千㎥

ランク4(101～1000㎥) 2,621千㎥ 2,471千㎥ 2,600千㎥ 2,553千㎥ 2,364千㎥

ランク3(51～100㎥) 1,169千㎥ 1,105千㎥ 897千㎥ 875千㎥ 821千㎥

ランク2(11～50㎥) 15,590千㎥ 14,290千㎥ 13,988千㎥ 12,374千㎥ 11,406千㎥

ランク1(1～10㎥) 20,183千㎥ 20,252千㎥ 19,954千㎥ 19,257千㎥ 18,360千㎥

0千㎥

5,000千㎥

10,000千㎥

15,000千㎥

20,000千㎥

25,000千㎥

30,000千㎥

35,000千㎥

40,000千㎥

ランク1 ランク2 ランク3 ランク4 ランク5

H22 20,183千m3 15,590千m3 1,169千m3 2,621千m3 1,962千m3

H27 20,252千m3 14,290千m3 1,105千m3 2,471千m3 1,916千m3

R2 19,954千m3 13,988千m3 897千m3 2,600千m3 556千m3

R6 19,257千m3 12,374千m3 875千m3 2,553千m3 825千m3

R11～R14平均 18,360千m3 11,406千m3 821千m3 2,364千m3 643千m3

0千m3

5,000千m3

10,000千m3

15,000千m3

20,000千m3

（ランクごと年次推移）

R2：大型工場の受注減少、
コロナ禍による事業活動
減少



基本料金 （１か月あたりの料金：円）

差額
改定
料金

現行
料金

口径
使用者
区分

+2951,100805φ20㎜以下主に
一般家庭 +1,5002,5001,000φ25㎜

+5,0007,5002,500φ40㎜

主に
事業者

+9,00013,5004,500φ50㎜

+26,00035,5009,500φ75㎜

+56,00072,00016,000φ100㎜

+165,500198,50033,000φ150㎜

+372,000417,00045,000φ200㎜以上

４ 追加資料

イ 新たな料金体系（案）による標準モデル等への影響

〇料金体系案（平均改定率12.27％）
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従量料金 （１㎥あたりの料金：円）

差額
改定
料金

現行
料金

水量別
ランク

使用者
区分

+108070
ランク１
(1～10㎥）

0260260
ランク２
(11～50㎥)

0330330
ランク３
(51～100㎥)

▲36360396
ランク４
(101～1000㎥)

▲146250396
ランク５
(1001㎥～ )

一
般
家
庭

事
業
者

〇基本料金：水道施設の維持更新に必要な費用を供給能力に応じ配分

〇従量料金：均一料金の原則に基づく逓増逓減制度の導入 → 持続可能な料金体系へ移行

生活用水に配慮し、第１ランクの単価を均一料金に近づくよう見直し
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＜一般用（一般家庭）φ20㎜以下＞

イ-１ 標準モデルにおける料金改定の影響額

４ 追加資料

（１か月あたりの料金：円）税抜

差額改定料金現行料金使用水量世帯人数世帯区分口径

+3951,9001,505

10㎥
1～2人
世帯

単身・高齢世帯

φ20㎜以下

使用件数
211,222件

+2951,100（基本料金） 805

+100800（従量料金） 700

+3954,5004,105

20㎥
3～4人
世帯

子育て・
ファミリー世帯

+2951,100（基本料金） 805

+1003,400（従量料金） 3,300

+3957,1006,705

30㎥
5～6人
世帯

二世帯住宅・
大家族

+2951,100（基本料金） 805

+1006,000（従量料金） 5,900



＜一般用（事業者）φ40㎜＞

イ-２ 各口径における料金改定の影響額

４ 追加資料

（１か月あたりの料金：円）税抜
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差額改定料金現行料金使用水量使用水量構成口径

+5,10018,70013,600
50㎥

0～50㎥
（489件）

φ40㎜

使用件数
1,045件

+5,0007,500（基本料金） 2,500

+10011,200（従量料金） 11,100

+5,10035,20030,100
100㎥

51～100㎥
（210件）

+5,0007,500（基本料金） 2,500

+10027,700（従量料金） 27,600 

▲9,300179,200188,500
500㎥

101～500㎥
（285件）

+5,0007,500（基本料金） 2,500

▲14,300171,700（従量料金） 186,000

▲27,300359,200386,500
1000㎥

501～1000㎥
（48件）

+5,0007,500（基本料金） 2,500

▲32,300351,700（従量料金） 384,000

▲100,300609,200782,500
2000㎥

1001㎥～
（13件）

+5,0007,500（基本料金） 2,500

▲178,300601,700（従量料金） 780,000
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＜一般用（事業者）φ75㎜＞

イ-２ 各口径における料金改定の影響額

４ 追加資料

（１か月あたりの料金：円）税抜

差額改定料金現行料金使用水量使用水量構成口径

+26,10046,70020,600
50㎥

0～50㎥
（19件）

φ75㎜

使用件数
112件

+26,00035,500（基本料金） 9,500

+10011,200（従量料金） 11,100 

+26,10063,20037,100
100㎥

51～100㎥
（11件）

+26,00035,500（基本料金） 9,500

+10027,700（従量料金） 27,600

+11,700207,200195,500
500㎥

101～500㎥
（40件）

+26,00035,500（基本料金） 9,500

▲14,300171,700（従量料金） 186,000

▲6,300387,200393,500
1000㎥

501～1000㎥
（17件）

+26,00035,500（基本料金） 9,500

▲32,300351,700（従量料金） 384,000

▲152,300637,200789,500
2000㎥

1001㎥～
（25件）

+26,00035,500（基本料金） 9,500

▲178,300601,700（従量料金） 780,000
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＜一般用（事業者）φ100㎜＞

４ 追加資料

（１か月あたりの料金：円）税抜

イ-２ 各口径における料金改定の影響額

差額改定料金現行料金使用水量使用水量構成口径

+56,10083,20027,100
50㎥

0～50㎥
（1件）

φ100㎜

使用件数
22件

+56,00072,000（基本料金） 16,000

+10011,200（従量料金） 11,100 

+56,10099,70043,600
100㎥

51～100㎥
（1件）

+56,00072,000（基本料金） 16,000

+10027,700（従量料金） 27,600

+41,700243,700202,000
500㎥

101～500㎥
（11件）

+56,00072,000（基本料金） 16,000

▲14,300171,700（従量料金） 186,000

+23,700423,700400,000
1000㎥

501～1000㎥
（5件）

+56,00072,000（基本料金） 16,000

▲32,300351,700（従量料金） 384,000

▲122,300673,700796,000
2000㎥

1001㎥～
（4件）

+56,00072,000（基本料金） 16,000

▲178,300601,700（従量料金） 780,000



ウ 水道料金単価と給水原価（製造単価）の比較（年次推移）

４ 追加資料
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222円

242円 247円 245円 248円
261円 261円

271円 274円

100円

120円

140円

160円

180円

200円

220円

240円

260円

280円

300円

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

水道料金単価と給水原価の比較

10㎥料金単価 20㎥料金単価 50㎥料金単価 100㎥料金単価 給水原価

原価割れしている部分 ※φ20㎜以下の場合
※( )は料金改定前の差額

改
定
料
金

給水原価料金単価が給水原価を
上回っている部分

改
定
料
金

改
定
料
金

改
定
料
金

給水原価は増加傾向の見込みであるため、
〇使用水量が少ない場合（10㎥、20㎥、50㎥）：料金改定により第1ランク(1～10㎥)を増額することで、原価割れの

差は小さくなる
〇使用水量が多い場合（100㎥）：水道料金単価が給水原価を上回っているが、水道料金単価との差は小さくなる

71円

91円 96円 94円
97円

71円
(110円)

71円
(110円)

81円
(120円)

84円
(123円)

62円 42円 37円 39円 36円
27円
(23円)

27円
(23円)

17円
(13円)

14円
(10円)



【支出削減の取組み】

取組内容 取組概要

広域連携による新浄水場の共同整備
長崎市及び長与町では浄水場の更新時期を迎えており、単独で新たな施設を整備するのではなく、施設の更新費用の削減や経営
基盤の強化を図るため、新たな浄水場の共同整備及び関連施設の再編を行う。

事務系業務におけるＤＸの推進
業務で使用する各システム（企業会計システム、電子決裁システム、料金システムなど）の一体化やシステム間の連携を図り、
また、帳票類の電子化等に取り組むなどＤＸを推進し、業務の効率化による経費の縮減を図る。

浄水場の維持管理業務に係る委託業務
の拡大

浄水場（東長崎・本河内、小ヶ倉、道ノ尾）の維持管理業務について、更新時期に合わせ、段階的に委託内容の見直し・拡大を
行う。

施設点検等に係る業務のＤＸ化
各現場での漏水確認を効率的に実施するため、遠隔監視（ＷＥＢ、テレメーター、スマートメーター等）を導入する。
また、高所の施設においてドローンに搭載したカメラで状況確認を行うなど、効率的に点検業務が実施できるものについては業
務のＤＸ化を進める。

上下水道料金納付書の発注・発送業務
委託の見直し

上下水道料金の納付書の発送について、用紙の調達や印刷など、業務を分割して発注しているが、保管場所の確保や工程が非効
率であるため、納付書等の作成、印刷・発注を一連の業務として委託することで、経費の縮減を図る。

宅地側給水管の修繕見直し
老朽化が進む宅地側給水管が破損した場合、修繕しても再び破損する可能性が高く、所有者による給水管自体の取り換えが必要
であることから、仮設管での応急復旧による修繕へと見直す。

【収入増加の取組み】

取組内容 取組概要

廃止された浄水場跡地などの遊休資産
の活用

廃止された浄水場跡地について、売却困難な土地は駐車場として貸し付けるなどの財源を確保する手法を含め、現在未利用と
なっている土地の活用について企業や地元自治会等にアイデアを募り、土地の売却や貸付を行う。
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原材料価格の高騰の影響などで物価の上昇が続いており、水道事業の経営に影響を与えている。

今後も原材料高や人件費増といった構造的要因による持続的な物価上昇が継続すると予測されていることから、これまで実施してきた経営

改善の取組みを継続していくことに加え、新たな取組みを実施していくことで、経営の健全化に努めていく。

エ 今後の経営改善の取り組み

４ 追加資料



５ 今後のスケジュール

令和10年度令和９年度令和８年度令和７年度

上下水道事業
運営審議会

市 議 会

市民周知等

MP概要説明

財政状況
料金制度説明

料金水準・料金体系
見直し検討

料金改定作業進捗報告
（審議会内容報告含む）

MP2015
成果報告

広報誌・HP・SNS発信
街角ビジョン放映

審議会
意見書報告

料金改定
議案上程

住民説明会等進捗状況報告

議決後
新料金確定
R11.4.1適用

住民説明会等進捗状況報告

意見書
提出

住民説明会

議決結果
報告

意見書
作成
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料金改定までのスケジュール


